
条例の提案に対する意見の申出について（報告） 

 

 

 

 

 令和３年１２月定例県議会に提案される福岡県公立学校職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例等の制定について、別紙１のとおり知事から意見の

聴取があったため、福岡県教育委員会の事務委任等に関する規則（昭和４２年

福岡県教育委員会規則第６号）第４条第１項の規定に基づき、臨時代理により

別紙２のとおり回答しましたので、同条第２項の規定に基づき、承認を求めま

す。  

 

 知事から意見を求められた条例案 

   

  １ 福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

  ２ 福岡県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

  ３ 福岡県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 

                                       令和３年１２月２４日 

                                       教 育 長 

 

 







（教育庁財務課） 

 

福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
 
１ 改正の理由  
  福岡県人事委員会の議会及び知事に対する令和３年９月２２日付けの職員の給与等に関する報告及び勧告に鑑み、本県公立学

校職員の期末・勤勉手当の額を改定するもの 

 

２ 改正の概要  
 （１）福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部改正 
 
    期末・勤勉手当：4.45 月分 → 4.30 月分（期末手当を 0.15 月分引下げ）  

支給期 現行 

改正案 

令和３年度 令和４年度以降 

 ６月期 2.225 月 2.225 月 2.15 月 

１２月期 2.225 月 2.075 月 2.15 月 

計 4.45 月 4.30 月 4.30 月 

 

 

３ 施行期日  
  公布の日 

  ただし、令和４年度以降の支給月数については令和４年４月１日 



（総務部人事課） 

福岡県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 
 

 
１ 改正の理由 
  福岡県人事委員会の議会及び知事に対する令和３年９月２２日付けの職員の給与等に関する報告及び勧告に鑑み、本県職員の

期末・勤勉手当の額を改定するもの 

 
 
２ 改正の概要 
 （１）福岡県職員の給与に関する条例の一部改正 
 
    期末・勤勉手当：4.45 月分 → 4.30 月分（期末手当を 0.15 月分引下げ）  

支給期 現行 
改正案 

令和 3 年度 令和 4 年度以降 

 ６月期 2.225 月 2.225 月 2.15 月 

１２月期 2.225 月 2.075 月 2.15 月 

計 4.45 月 4.30 月 4.30 月 

 
       

 
 
 （２）福岡県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び福岡県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 
 
    期 末 手 当：3.35 月分→3.25 月分（0.10 月分引下げ） 

 

（３）福岡県会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正 
 
    期 末 手 当：2.55 月分→2.45 月分（0.10 月分引下げ） 

 

３ 施行期日 
  公布の日 

  ただし、（１）令和４年度以降の支給月数、（３）については、令和４年４月１日 



（総務部人事課） 

 

  福岡県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 
 

  一般職の職員の期末・勤勉手当の状況に鑑み、特別職の職員の期末手当の額を改定するもの 

 

２ 改正の概要 
 

  期末手当：3.35月分 → 3.25月分（0.10月分引下げ） 

支給期 現行 

改正案 

令和 3年度 令和 4年度以降※ 

 ６月期 1.675月 1.675月 1.625月 

１２月期 1.675月 1.575月 1.625月 

計 3.35月 3.25月 3.25月 

 
※ 令和 4年度以降は 6月期と 12月期の支給月数を均等に配分 

 
３ 施行期日 

  公布の日 

  ただし、令和４年度以降の支給月数については令和４年４月１日  



○ ○  福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す     

   る 条 例 案 要 綱  

一  概 要  

  福 岡 県 人 事 委 員 会 の 議 会 及 び 知 事 に 対 す る 令 和 三 年 九 月 二 十 二 日

付 け の 給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧 告 に 鑑 み 、 本 県 公 立 学 校 職 員 の 期

末 ・ 勤 勉 手 当 の 額 を 改 定 す る も の で あ る 。  

二  条 例 案 の 要 旨  

(
一

)

 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 十 二 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ っ

て は 、 百 分 の 九 十 二 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。 ま た 、 再 任 用

職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 六 十 二 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に

あ っ て は 、 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。 （ 条 例 第

一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 二 十 条 関 係 ）  

(
二

)

 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 二 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ っ て は

、 百 分 の 百 ） と す る も の で あ る こ と 。 ま た 、 再 任 用 職 員 の 期 末 手

当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 六 十 七 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ っ て は 、 百

分 の 五 十 七 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。 （ 条 例 第 二 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 第 二 十 条 関 係 ）  

(
三

)

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、

前 記 (
二

)

は 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 （ 附 則

関 係 ）  

 

 

 

 

十 二  

十 三  



第   号 議 案  

 

   福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す    

る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 右 の 条 例 案 を 別 紙 の と お り 提 出 す る 。  

  令 和 三 年 十 二 月  日  

                福 岡 県 知 事   服 部  誠 太 郎   

 

理 由  

 福 岡 県 人 事 委 員 会 の 議 会 及 び 知 事 に 対 す る 令 和 三 年 九 月 二 十 二 日 付

け の 給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧 告 に 鑑 み 、 本 県 公 立 学 校 職 員 の 期 末 ・

勤 勉 手 当 の 額 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。  

 

  



福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  
る 条 例  

第 一 条  福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡

県 条 例 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 二 十 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五

」 に 、 「 百 分 の 百 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 に 改 め 、 同 条 第

三 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分

の 七 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 百 七 ・ 五 」 を

「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 五 十 二

・ 五 」 に 改 め る 。 

第 二 条  福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

第 二 十 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、

「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分

の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 を 「

百 分 の 六 十 七 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 、

「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。  

附  則 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令

和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 



 

 

第   号 議 案 

 福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 

新 旧 対 照 表 

 福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 五 十 一 号 ）  

                               （ 第 一 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行           

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 条 （ 略 ）  

２ 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百  

十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 （ 第 二 十 一 条 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い

う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 二 ・ 五 を 乗 じ て

得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お

け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と す る 。  

一 ～ 四 （ 略 ）  

３ 再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い  

て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は

「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五

」 と あ る の は 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 と す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  

  

 

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 条 （ 略 ）  

２ 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百  

二 十 七 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の 地

位 に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

職 員 （ 第 二 十 一 条 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と

い う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 百 七 ・ 五 を 乗 じ て

得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お

け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と す る 。  

一 ～ 四 （ 略 ）  

３ 再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い  

て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 と あ る の

は 「 百 分 の 七 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 七 ・ 五

」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  
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 福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 五 十 一 号 ）  

                               （ 第 二 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 条 （ 略 ）  

２ 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百  

二 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ

る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 （

第 二 十 一 条 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。

） に あ つ て は 、 百 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、

基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の

在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一 ～ 四 （ 略 ）  

３ 再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い  

て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百

分 の 六 十 七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 」 と あ る の は

「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  

 

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 条 （ 略 ）  

２ 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百  

十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 （ 第 二 十 一 条 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い

う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 二 ・ 五 を 乗 じ て  

得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お  

け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分  

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

と す る 。  
一 ～ 四 （ 略 ）  

３ 再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い  

て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は

「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五

」 と あ る の は 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 と す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  
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福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
案 要 綱  

第 一  概 要  

福 岡 県 人 事 委 員 会 の 議 会 及 び 知 事 に 対 す る 令 和 三 年 九 月 二 十 二 日

付 け の 給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧 告 に 鑑 み 、 本 県 職 員 の 期 末 ・ 勤 勉

手 当 の 額 及 び 初 任 給 調 整 手 当 の 額 等 を 改 定 す る も の で あ る 。  

第 二  条 例 案 の 要 旨  

一  福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 

 ㈠  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 十 二 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ

っ て は 、 百 分 の 九 十 二 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。 ま た 、 再

任 用 職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 六 十 二 ・ 五 （ 特 定 管 理

職 員 に あ っ て は 、 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。

（ 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 二 十 一 条 関 係 ） 

㈡  獣 医 師 に 対 す る 初 任 給 調 整 手 当 に つ い て 、 支 給 期 間 を 二 十 年

以 内 と し 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 支 給 月 額 の 限 度

額 を 四 万 九 千 五 百 円 、 研 究 職 及 び 特 定 獣 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 の 支 給 月 額 の 限 度 額 を 三 万 五 千 円 と す る も の で あ る

こ と 。 （ 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 十 条 の 二 関 係 ）  

㈢  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 二 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ っ て

は 、 百 分 の 百 ） と す る も の で あ る こ と 。 ま た 、 再 任 用 職 員 の 期

末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 六 十 七 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ っ て

は 、 百 分 の 五 十 七 ・ 五 ） と す る も の で あ る こ と 。 （ 条 例 第 二 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 二 十 一 条 関 係 ）  

 二  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

㈠  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 と す る も の で あ る



こ と 。 （ 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 六 条 関 係 ）  
㈡  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 と す る も の で あ る

こ と 。 （ 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 六 条 関 係 ）  

 三  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

㈠  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 と す る も の で あ る

こ と 。 （ 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 五 条 関 係 ）  

㈡  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 と す る も の で あ る

こ と 。 （ 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 五 条 関 係 ）  

 四  単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条   

  例 の 一 部 改 正  

   令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 に つ い て 、 特 例 を 定 め

る も の で あ る こ と 。 （ 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 付 則 第 六

項 関 係 ）  

五  福 岡 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 費 用 弁 償 及 び 旅 費 に 関 す る 条  

例 の 一 部 改 正  

㈠  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 と す る も の で あ る

こ と 。 （ 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 十 三 条 関 係 ）  

㈡  令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 に つ い て 、 特 例 を 定

め る も の で あ る こ と 。 （ 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 附 則

第 四 項 関 係 ）  

六  そ の 他  

 ㈠  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 た だ し

、 一 の ㈡ 及 び ㈢ 、 二 の ㈡ 、 三 の ㈡ 並 び に 六 の ㈡ は 、 令 和 四 年 四

月 一 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 （ 附 則 第 一 項 関 係 ）  

 ㈡  福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成



二 十 九 年 福 岡 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 改 正 を 行 う も の で あ る こ と

。 （ 附 則 第 二 項 関 係 ）  

 ㈢  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る も の で あ る こ と 。 （ 附 則 第 三 項 関 係 ）  

 



第   号 議 案  

 

   福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例     

   の 制 定 に つ い て  

 

 右 の 条 例 案 を 別 紙 の と お り 提 出 す る 。  

  令 和 三 年 十 二 月   日  

                福 岡 県 知 事   服 部  誠 太 郎   

 

理 由  

 福 岡 県 人 事 委 員 会 の 議 会 及 び 知 事 に 対 す る 令 和 三 年 九 月 二 十 二 日 付

け の 給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧 告 に 鑑 み 、 本 県 職 員 の 期 末 ・ 勤 勉 手 当

の 額 及 び 初 任 給 調 整 手 当 の 額 等 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。  

 

  



福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第

四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・

五 」 に 、 「 百 分 の 百 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百

分 の 七 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 百 七 ・ 五 」

を 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 五 十

二 ・ 五 」 に 改 め る 。  

第 二 条  福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。 

  第 十 条 の 二 第 一 項 中 「 か ら 十 五 年 以 内 」 を 「 か ら 二 十 年 以 内 」 に

改 め 、 同 項 第 三 号 イ 中 「 四 万 五 千 二 百 円 」 を 「 四 万 九 千 五 百 円 」 に

改 め 、 同 号 ロ 及 び ハ 中 「 三 万 七 百 円 」 を 「 三 万 五 千 円 」 に 改 め る 。 

第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に

、 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 百

分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 を

「 百 分 の 六 十 七 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に

、 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。 

（ 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十

二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 六 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」

に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。 



第 四 条  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 六 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「

百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め る 。  

（ 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 五 条  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四

年 福 岡 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 五 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」

に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。 

第 六 条  福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。 

第 五 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「

百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め る 。  

 （ 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例

の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  付 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

 ６  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ り 臨 時 的 に 任 用 さ れ た  

職 員 に 令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 は 、 第 六 条 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県 条 例 第    号 ） 第 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 前 の 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 に

よ り 算 定 し た 額 と す る 。  



 （ 福 岡 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 費 用 弁 償 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例  

の 一 部 改 正 ）  

第 八 条  福 岡 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 費 用 弁 償 及 び 旅 費 に 関 す る

条 例 （ 令 和 元 年 福 岡 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 十 三 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の

百 二 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に

お け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

 一  六 箇 月  百 分 の 百  

 二  五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満  百 分 の 八 十  

 三  三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満  百 分 の 六 十  

 四  三 箇 月 未 満  百 分 の 三 十  

  附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

  （ 令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 ）  

 ４  会 計 年 度 任 用 職 員 に 令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 は  

、 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県 条 例 第   号 ）

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 、

福 岡 県 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和

三 年 福 岡 県 条 例 第   号 ） に よ る 改 正 前 の 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二

十 条 第 二 項 又 は 福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県 条 例 第   号 ） に よ る 改 正 前 の 学

校 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 算 定 し た 額

と す る 。  



附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 四 条 及

び 第 六 条 並 び に 附 則 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。 

（ 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 

 ） 

２  福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十

九 年 福 岡 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 九 条 中 「 四 万 五 千 二 百 円 」 を 「 四 万 九 千 五 百 円 」 に 、 「 三

万 七 百 円 」 を 「 三 万 五 千 円 」 に 改 め る 。 

 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ） 

３  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。 

  



 

 

第   号 議 案 

 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 

新 旧 対 照 表 

 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 四 十 一 号 ）  

                               （ 第 一 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条 （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の

百 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の

地 位 に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 職 員 （ 第 二 十 二 条 に お い て 「 特 定 管 理 職

員 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 二 ・

五 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以

内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各

号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一 六 箇 月 百 分 の 百  

二 五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満 百 分 の 八 十  

三 三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満 百 分 の 六 十  

四 三 箇 月 未 満 百 分 の 三 十  

３  再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る

の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 九 十

二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 と

す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  

  

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条 （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 

百 二 十 七 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督

の 地 位 に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 職 員 （ 第 二 十 二 条 に お い て 「 特 定 管 理

職 員 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 百 七 ・

五 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以

内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各

号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一 六 箇 月 百 分 の 百  

二 五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満 百 分 の 八 十  

三 三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満 百 分 の 六 十  

四 三 箇 月 未 満 百 分 の 三 十  

３  再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 と あ

る の は 「 百 分 の 七 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百

七 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と

す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  
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 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 四 十 一 号 ）  

                               （ 第 二 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 初 任 給 調 整 手 当 ）  

第 十 条 の 二  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た に 採 用

さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 超 え

な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ る 職 に 係 る

も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 三 十 五 年 以 内 、

第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用

の 日 か ら 十 年 以 内 、 第 三 号 に 掲 げ る 職 に 係 る

も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 二 十 年 以 内 、 第

四 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の

日 か ら 十 年 以 内 、 第 五 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 五 年 以 内 の 期 間 、

採 用 の 日 （ 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 職

に 係 る も の に あ つ て は 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 日 ） か ら 一 年 を 経

過 す る ご と に そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手

当 と し て 支 給 す る 。  

一 ・ 二 （ 略 ） 

三  獣 医 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と し 、

か つ 、 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の 次 に 掲 げ る 職 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額 

イ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職  

月 額 四 万 九 千 五 百 円 

ロ  研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職

月 額 三 万 五 千 円 

ハ  特 定 獣 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 職 月 額 三 万 五 千 円 

 四 ・ 五 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  

 

（ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条 （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の

百 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

職 員 （ 第 二 十 二 条 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」

と い う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 百 を 乗 じ て 得

た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お

（ 初 任 給 調 整 手 当 ）  

第 十 条 の 二  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た に 採 用

さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 超 え

な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ る 職 に 係 る

も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 三 十 五 年 以 内 、

第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用

の 日 か ら 十 年 以 内 、 第 三 号 に 掲 げ る 職 に 係 る

も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 五 年 以 内 、 第

四 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の

日 か ら 十 年 以 内 、 第 五 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 五 年 以 内 の 期 間 、

採 用 の 日 （ 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 職

に 係 る も の に あ つ て は 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 日 ） か ら 一 年 を 経

過 す る ご と に そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手

当 と し て 支 給 す る 。  

一 ・ 二 （ 略 ） 

三  獣 医 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と し 、

か つ 、 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の 次 に 掲 げ る 職 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額 

イ  行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職

月 額 四 万 五 千 二 百 円 

ロ  研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 

月 額 三 万 七 百 円 

ハ  特 定 獣 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 職 月 額 三 万 七 百 円 

 四 ・ 五 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  

 

 （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条 （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分 の

百 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 管 理 又 は 監 督 の

地 位 に あ る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 職 員 （ 第 二 十 二 条 に お い て 「 特 定 管 理 職

員 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 二 ・

五 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以
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け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

一 六 箇 月 百 分 の 百  

二 五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満 百 分 の 八 十  

三 三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満 百 分 の 六 十  

四 三 箇 月 未 満 百 分 の 三 十  

３  再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は

「 百 分 の 六 十 七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 」 と あ

る の は 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

 

４ ～ ６ （ 略 ）  

  

内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各

号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一 六 箇 月 百 分 の 百  

二 五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満 百 分 の 八 十  

三 三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満 百 分 の 六 十  

四 三 箇 月 未 満 百 分 の 三 十  

３  再 任 用 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る

の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 九 十

二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 と

す る 。  

４ ～ ６ （ 略 ）  
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 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例  

              （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 ） （ 第 三 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条 （ 略 ）  

２  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付 研 究

員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第

十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 並 び に 警 察 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第 十 八 条 の 二 第 一 項 、

第 十 九 条 並 び に 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 県 職 員 給 与 条 例 第 四

条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項

中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 福

岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 。 以

下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 の

規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一

項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条 に 規 定 す る

職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第

一 号 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職

員 」 と 、 警 察 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一

項 及 び 第 十 九 条 中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ

る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第 一 号

の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」

と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 警

察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 一 項 中 「 こ の 条

例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 任 期 付 研 究 員

条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項

及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中 「 百

分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 五 十

七 ・ 五 」 と す る 。  

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条 （ 略 ）  

２  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付 研 究

員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第

十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 並 び に 警 察 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第 十 八 条 の 二 第 一 項 、

第 十 九 条 並 び に 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 県 職 員 給 与 条 例 第 四

条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項

中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 福

岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 。 以

下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 の

規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一

項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条 に 規 定 す る

職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第

一 号 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職

員 」 と 、 警 察 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一

項 及 び 第 十 九 条 中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ

る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第 一 号

の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」

と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 警

察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 一 項 中 「 こ の 条

例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 任 期 付 研 究 員

条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項

及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中 「 百

分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 六

十 七 ・ 五 」 と す る 。 
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 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例  

              （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 ） （ 第 四 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条 （ 略 ）  

２  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付 研 究

員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第

十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 並 び に 警 察 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第 十 八 条 の 二 第 一 項 、

第 十 九 条 並 び に 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 県 職 員 給 与 条 例 第 四

条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項

中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 福

岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 。 以

下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 の

規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一

項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条 に 規 定 す る

職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第

一 号 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職

員 」 と 、 警 察 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一

項 及 び 第 十 九 条 中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ

る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第 一 号

の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」

と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 警

察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 一 項 中 「 こ の 条

例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 任 期 付 研 究 員

条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項

及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中 「 百

分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 六 十 二 ・

五 」 と す る 。 

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条 （ 略 ）  

２  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付 研 究

員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第

十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 並 び に 警 察 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 第 十 八 条 の 二 第 一 項 、

第 十 九 条 並 び に 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 県 職 員 給 与 条 例 第 四

条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項

中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 福

岡 県 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 七 十 六 号 。 以

下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 の

規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一

項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条 に 規 定 す る

職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第

一 号 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職

員 」 と 、 警 察 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一

項 及 び 第 十 九 条 中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ

る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 三 条 第 一 号

の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」

と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 警

察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 一 項 中 「 こ の 条

例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 任 期 付 研 究 員

条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項

及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中 「 百

分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 五 十

七 ・ 五 」 と す る 。 
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 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例  

             （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十 七 号 ） （ 第 五 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 、 第 十 三 条 の 二 の 二 、 第 十 九 条 の

二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 四 条

第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 の

規 定 並 び に 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、

第 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 十 九 条 並 び に 第 二 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の

条 例 及 び 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十

七 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

四 条 の 規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 三 条 の

二 の 二 中 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

」 と あ る の は 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 医 師 職 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九

条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規

定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例

第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用

さ れ た 職 員 」 と 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条

の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 中 「 第

十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 警 察 職

員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 十 九 条

中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任

期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期

 （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 、 第 十 三 条 の 二 の 二 、 第 十 九 条 の

二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 四 条

第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 の

規 定 並 び に 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、

第 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 十 九 条 並 び に 第 二 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の

条 例 及 び 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十

七 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

四 条 の 規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 三 条 の

二 の 二 中 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

」 と あ る の は 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 医 師 職 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九

条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規

定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例

第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用

さ れ た 職 員 」 と 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条

の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 中 「 第

十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 警 察 職

員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 十 九 条

中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任

期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期



 

 

を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 県 職 員 給 与 条

例 第 二 十 一 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二

十 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及

び 任 期 付 職 員 条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

二 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中

「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百

五 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 県 職 員 給 与 条

例 第 二 十 一 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二

十 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及

び 任 期 付 職 員 条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

二 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中

「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の

百 六 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例  

             （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十 七 号 ） （ 第 六 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 、 第 十 三 条 の 二 の 二 、 第 十 九 条 の

二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 四 条

第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 の

規 定 並 び に 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、

第 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 十 九 条 並 び に 第 二 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の

条 例 及 び 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十

七 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

四 条 の 規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 三 条 の

二 の 二 中 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

」 と あ る の は 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 医 師 職 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九

条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規

定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例

第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用

さ れ た 職 員 」 と 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条

の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 中 「 第

十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 警 察 職

員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 十 九 条

中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任

期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期

 （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 県 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 、 第 十 三 条 の 二 の 二 、 第 十 九 条 の

二 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十 一 条 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 四 条

第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 の

規 定 並 び に 警 察 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、

第 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 十 九 条 並 び に 第 二 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 県 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給

与 条 例 第 四 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第

四 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の

条 例 及 び 福 岡 県 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 五 十

七 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

四 条 の 規 定 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 三 条 の

二 の 二 中 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

」 と あ る の は 「 医 師 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 医 師 職 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 十 九

条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 条 中 「 第 十 一 条 に 規

定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る の は 「 第 十 一 条

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任 期 付 職 員 条 例

第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用

さ れ た 職 員 」 と 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 十 九 条

の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 三 条 の 五 第 一 項 中 「 第

十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 警 察 職

員 給 与 条 例 第 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 十 九 条

中 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 」 と あ る

の は 「 第 十 条 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 及 び 任

期 付 職 員 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期



 

 

を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 県 職 員 給 与 条

例 第 二 十 一 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二

十 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及

び 任 期 付 職 員 条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

二 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中

「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 六 十

二 ・ 五 」 と す る 。  

を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 県 職 員 給 与 条

例 第 二 十 一 条 第 一 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二

十 条 第 一 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 及

び 任 期 付 職 員 条 例 」 と 、 県 職 員 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第

二 項 及 び 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 中

「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百

五 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例  

            （ 昭 和 三 十 二 年 福 岡 県 条 例 第 四 十 七 号 ） （ 第 七 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

   付 則  

１ ～ ５ （ 略 ）  

６  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ り

臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 に 令 和 三 年 十 二 月 に

支 給 す る 期 末 手 当 の 額 は 、 第 六 条 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡

県 条 例 第    号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に 規 定

す る 方 法 に よ り 算 定 し た 額 と す る 。  

 

 

   付 則  

１ ～ ５ （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

  



 

 

 

 福 岡 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 費 用 弁 償 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例  

             （ 令 和 元 年 福 岡 県 条 例 第 四 号 ） （ 第 八 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

（ 期 末 手 当 ）  

第 十 三 条 （ 略 ）  

２  会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末

手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得

た 額 に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け

る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た

額 と す る 。  

 一 六 箇 月 百 分 の 百  

 二 五 箇 月 以 上 六 箇 月 未 満 百 分 の 八 十  

 三 三 箇 月 以 上 五 箇 月 未 満 百 分 の 六 十  

 四 三 箇 月 未 満 百 分 の 三 十  

３ ～ ５ （ 略 ）  

 

  附 則  

１ ～ ３ （ 略 ）  

（ 令 和 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 ）  

４ 会 計 年 度 任 用 職 員 に 令 和 三 年 十 二 月 に 支 給  

す る 期 末 手 当 の 額 は 、 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定  

に か か わ ら ず 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条  

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県  

条 例 第   号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前  

の 県 職 員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 、 福 岡 県  

警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県 条 例 第   号 ） に  

よ る 改 正 前 の 警 察 職 員 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二  

項 又 は 福 岡 県 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条  

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 福 岡 県 条  

例 第   号 ） に よ る 改 正 前 の 学 校 職 員 給 与  

条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 算  

定 し た 額 と す る 。  

 

（ 期 末 手 当 ）  

第 十 三 条 （ 略 ）  

２  会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 県 職

員 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 、 警 察 職 員 給 与

条 例 第 二 十 条 第 二 項 又 は 学 校 職 員 給 与 条 例 第

二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 算 定 し た

額 と す る 。  

 

 

 

 

 

３ ～ ５ （ 略 ）  

 

   附 則  

１ ～ ３ （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

           （ 平 成 二 十 九 年 福 岡 県 条 例 第 四 号 ） （ 附 則 第 二 項 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

   附 則  

 （ 初 任 給 調 整 手 当 の 経 過 的 特 例 ）  

第 九 条  附 則 第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 職 員 及 び 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準

ず る 職 員 の 改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 二 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 第 四 号 の 規

定 は 適 用 せ ず 、 同 項 中 「 第 四 号 に 掲 げ る 職 に

係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 年 以 内 、

第 五 号 」 と あ る の は 「 第 五 号 」 と 、 「 第 四 号

ま で 」 と あ る の は 「 第 三 号 ま で 」 と 、 同 項 第

三 号 イ 中 「 四 万 九 千 五 百 円 」 と あ る の は 「 三

万 五 千 円 」 と す る 。  

 

   附 則  

 （ 初 任 給 調 整 手 当 の 経 過 的 特 例 ）  

第 九 条  附 則 第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 職 員 及 び 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準

ず る 職 員 の 改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 二 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 第 四 号 の 規

定 は 適 用 せ ず 、 同 項 中 「 第 四 号 に 掲 げ る 職 に

係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 年 以 内 、

第 五 号 」 と あ る の は 「 第 五 号 」 と 、 「 第 四 号

ま で 」 と あ る の は 「 第 三 号 ま で 」 と 、 同 項 第

三 号 イ 中 「 四 万 五 千 二 百 円 」 と あ る の は 「 三

万 七 百 円 」 と す る 。  

 

 



   福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正     

   す る 条 例 案 要 綱     

一  概 要  

一 般 職 の 職 員 の 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の 状 況 に 鑑 み 、 特 別 職 の 職 員 の 期  

末 手 当 の 額 を 改 定 す る も の で あ る 。  

二  条 例 案 の 要 旨  

 ㈠  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 と す る も の で あ る こ

と 。 （ 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 四 条 関 係 ）  

 ㈡  期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 と す る も の で あ る こ

と 。 （ 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 四 条 関 係 ）  

 ㈢  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、

㈡ の 規 定 は 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る も の で あ る こ と 。 （ 附

則 関 係 ）  

 



第 ○ ○ ○ 号 議 案    

 

   福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正    

   す る 条 例 の 制 定 に つ い て    

 

 右 の 条 例 案 を 別 紙 の と お り 提 出 す る 。  

  令 和 三 年 十 二 月  日  

                福 岡 県 知 事  服 部 誠 太 郎   

 

理 由  

 一 般 職 の 職 員 の 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の 状 況 に 鑑 み 、 特 別 職 の 職 員 の 期 末

手 当 の 額 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由

で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ ○ ○ 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 ○ ○ ○ 

   す る 条 例  

第 一 条 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 福

岡 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 四 条 第 四 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」  

に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。  

第 二 条 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 四 条 第 四 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「  

百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め る 。  

   附 則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令

和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  



第 ○ ○ ○ 号 議 案 

 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 

新 旧 対 照 表 

 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 福 岡 県 条 例 第 十 七 号 ）  

（ 第 一 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 常 勤 職 員 の 給 与 等 ） 

第 四 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４  第 一 項 の 期 末 手 当 の 額 は 、 給 料 月 額 及 び 当

該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 超 え な い 範 囲 内

で 一 般 職 の 職 員 の 例 に よ り 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 一 般 職 の 職 員

の 例 に よ る 一 定 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る

。 た だ し 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第

二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ

る の は 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 と す る 。 

 

 

 （ 常 勤 職 員 の 給 与 等 ） 

第 四 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４  第 一 項 の 期 末 手 当 の 額 は 、 給 料 月 額 及 び 当

該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 超 え な い 範 囲 内

で 一 般 職 の 職 員 の 例 に よ り 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 一 般 職 の 職 員

の 例 に よ る 一 定 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る

。 た だ し 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第

二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 と

あ る の は 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 と す る 。 

 

 
 

 

 

 

 

  



新 旧 対 照 表 

 福 岡 県 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 福 岡 県 条 例 第 十 七 号 ）  

（ 第 二 条 関 係 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 常 勤 職 員 の 給 与 等 ） 

第 四 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４  第 一 項 の 期 末 手 当 の 額 は 、 給 料 月 額 及 び 当

該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 超 え な い 範 囲 内

で 一 般 職 の 職 員 の 例 に よ り 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 一 般 職 の 職 員

の 例 に よ る 一 定 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る

。 た だ し 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第

二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の

は 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 と す る 。 

 

 

 （ 常 勤 職 員 の 給 与 等 ） 

第 四 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４  第 一 項 の 期 末 手 当 の 額 は 、 給 料 月 額 及 び 当

該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 超 え な い 範 囲 内

で 一 般 職 の 職 員 の 例 に よ り 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 一 般 職 の 職 員

の 例 に よ る 一 定 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る

。 た だ し 、 福 岡 県 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第

二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 十 二 ・ 五 」 と あ

る の は 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 と す る 。 

 

 
 


